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納付ができるスマホ決済アプリは、納付書裏面をご覧くださ
い。各アプリの利用方法については、各アプリ提供会社のホー
ムページ等でご確認ください。
決済手数料は無料です。
チャージした電子マネーの保有残高や登録した預
貯金口座に納付金以上の残高が必要です。
全期一括分の納付ができるのは、使用期限までです。
決済後は納付書に支払済みであることをメモする
などし、二重払いしないよう気を付けてください。
口座振替を利用中の方は、スマホ決済アプリを利用した納付は
できません。

納付ができるコンビニエンスストア（コンビ
ニ）は、納付書裏面をご覧ください。
全期一括分の納付ができるのは、使用期限ま
でです。
コンビニで納付した場合、領収印が押された
領収証書を必ずお受け取りください。

　上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債の利子所得等については、所
得税と個人住民税において異なる課税方法の選択が可能とされていましたが、令和
６年度から課税方式が所得税と統一され、異なる課税方法を選択できなくなります。
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納付できます。
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平成21年～令和7年12月までに入居し、
前年の所得税の住宅ローン控除の適用をうけている人は所得税から引きき
れなかった額か、所得税の課税総所得金額等の100分の５（上限97,500
円）のいずれか少ない方の額を所得割額から控除できます（市民税3/5、県
民税2/5）。ただし、平成26年４月から令和４年12月の間に入居した方のう
ち、住宅の取得等で一定の要件を満たす場合は、100分の５は100分の７
に、97,500円は136,500円になります。


